
 鳥取県土木工事共通仕様書の一部改正について（通知）
技術基準の種類:技術管理
通知日　　　　:平成15年３月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管第２８４６号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１５年３月10日

　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県 土 整 備 部 長
　
　
　　　　　　　　鳥取県土木工事共通仕様書の一部改正について（通知） 
　
　
　このたび、鳥取県土木工事共通仕様書（平成１３年５月２４日付管第１５１号鳥取県土木部長通知）
の一部を別添のとおり一部改正し、平成１５年７月１日以降起工決裁のものから適用しますので、関
係者へ周知徹底してください。
　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記  
　
改正の概要
　（１）大気環境保全のため、アイドリングストップに努めることとする。
　（２）鋼構造物における塗装作業者は、塗装技能士（職業能力開発促進法による１級または２級塗
　　　　装技能士）の資格を有する者であることとする。
　
　
　
　
　

　
　
　



　　　
　　
　

　　　
　　
　　


